
 

 

大阪市金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並

びに法人の市民税の課税の特例に関する条例に係る実施要領 

 

（目的） 

第１条 大阪市金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに

法人の市民税の課税の特例に関する条例（令和５年大阪市条例第70号。以下「条例」という。）

及び大阪市金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法

人の市民税の課税の特例に関する条例施行規則（令和５年大阪市規則第110号。以下「規則」と

いう。）に係る事業計画の認定等については、条例及び規則に定めるほか、この要領に定めると

ころによる。 

（定義） 

第２条 この要領における用語の意義は、条例及び規則の例による。 

（事業計画の認定申請等） 

第３条 規則第４条第１項に規定する事業計画認定申請書を提出しようとする金融系外国企業等

は、規則第１号様式中「７ 事業計画」欄への記載に代えて第１号様式（その１）による事業計

画書（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるものを添付すること）を、「８ 雇用・収

支等に関する計画」欄への記載に代えて第１号様式（その２）による雇用・収支等に関する計画

書を添付するとともに、その他事業計画の内容の説明等に必要な資料を添付することとする。 

２ 規則第４条第２項第１号に規定する定款は現行定款とし、登記事項証明書等は申請書提出日を

含む30日以内に交付されたものとする。 

３ 規則第４条第２項第２号に規定する市税の納税証明書は、対象税目については法人市民税、個

人市・府民税、固定資産税・都市計画税（土地家屋）、固定資産税（償却資産）、事業所税、軽自

動車税とし、対象年度は直近の事業年度分とする。また、納税証明書は、申請書提出日を含む30

日以内に交付されたものとする。 

４ 規則第４条第２項第４号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 第１号様式（その３－１、その３－２）による株主等リスト又はこれに準ずるもの 

⑵ 第１号様式（その４）による税情報等に関する同意書兼申立書 

⑶ その他事業計画の内容の説明等に必要なもの 

５ 市長は、条例第３条第１項の認定の申請があったときは、当該申請書を受理した日から90日以

内に規則第４条第５項に規定する事業計画認定書又は同項に規定する事業計画を認定しない旨の

通知書を当該認定の申請を行った金融系外国企業等に対し交付するものとする。 



（事業計画の変更） 

第４条 規則第５条第１項に規定する事業計画変更認定申請書を提出しようとする認定法人は、同

条第２項に規定する当該変更の内容を確認できる図書として、次の各号に掲げる変更に応じ、当

該各号に定めるものを当該申請書に添付することとする。 

⑴ 認定法人の事務所等の所在地の変更 登記事項証明書等又はその変更の内容を確認できる書

面 

⑵ 認定事業の内容の変更 第１号様式（その１）による事業計画書及びその変更内容の説明及

び確認等に必要な書面 

⑶ その他の変更 その変更の内容を確認できる書面 

２ 規則第５条第３項に規定する軽微な変更をしようとする認定法人は、変更の内容を確認できる

図書を添付した第２号様式（その１）による事業計画軽微変更届をあらかじめ市長に提出するこ

ととする。なお、当該変更の内容を確認できる図書については、前項の規定を準用する。 

３ 市長は、前項の届出の内容を確認したときは、同届出を受理した日から30日以内に第２号様式

（その２）による事業計画軽微変更確認書を届出者に対して交付するものとする。 

４ 市長は、条例第４条第２項の認定の申請があったときは、当該申請書を受理した日から30日以

内に、規則第５条第４項に規定する事業計画変更認定書又は事業計画変更を認定しない旨の通知

書を申請者に対して交付するものとする。ただし、条例第４条第３項において準用する条例第３

条第６項に規定する大阪市金融系外国企業等事業計画認定等審査会の意見を聴く場合には、90日

以内とする。 

（認定事業の開始） 

第５条 市長は、条例第５条の届出があり、その内容を確認したときは、当該届出を受理した日か

ら30日以内に第３号様式による認定事業開始確認書を届出者に対して交付するものとする。 

（事業実績報告書） 

第６条 規則第７条第１項に規定する事業実績報告書を提出しようとする認定法人は、規則第８号

様式中「２ 認定事業に関する実施状況」の内容として、第４号様式（その１）による認定事業

に関する実施状況報告書並びに報告事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準

ずるものを、「３ 認定事業割合」の内容として、第４号様式（その２）による法人市民税に係る

認定事業割合計算書を、「４ 実績報告対象期間中に認定事業について軽減を受けた地方税の税目

と金額」の内容として、第４号様式（その３）による実績報告対象期間中に認定事業について軽

減を受けた地方税の税目と金額明細書を添付することとする。ただし、条例第11条及び第12条の

規定の適用を受けることを希望しない認定法人は、「３ 認定事業割合」の内容として第４号様式

（その４）による法人市民税の軽減措置辞退申出書を添付することとする。 



２ 規則第７条第２項第１号に規定する認定事業計画に記載した事業の成果を確認できる書面は、

事業実施に伴う事業内容や規模等が把握できる書類その他これらに準ずるものとする。 

３ 規則第７条第２項第２号に規定する区内及び市内の従業者の数を証する書面は、第４号様式

（その５）による大阪市内の事務所等の従業者明細書及び次に掲げる書面とする。 

⑴ 第４号様式（その６）による大阪市内従業者名簿又はこれらに準ずるものの写し等従業者数

の確認等に必要な書面 

⑵ 従業員の勤務を証明する勤務出勤簿又はこれに準ずるものの写し 

⑶ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知書）の写し 

⑷ 常用雇用を証明する労働契約書、労働条件通知書又はこれに準ずるものの写し 

４ 規則第７条第２項第３号に規定する定款は現行定款とし、登記事項証明書等は申請書提出日を

含む30日以内に交付されたものとする。 

５ 規則第７条第２項第４号に規定する納税証明書は、対象税目については法人市民税、個人市・

府民税、固定資産税・都市計画税（土地家屋）、固定資産税（償却資産）、事業所税、軽自動車税

とし、対象年度は申請年度を含む連続した５年分（ただし、本要領第３条第３項に基づき提出し

た年度以降のもの（内容に変更がない場合は除く。）とする。また、納税証明書は、申請書提出

日を含む30日以内に交付されたものとする。 

６ 規則第７条第２項第５号に規定するその他市長が必要と認める書面は、第４号様式（その７）

による税情報等に関する同意書兼申立書とする。 

７ 規則第７条第５項及び第６項で規定する割合には、小数点以下３位を切上げた数値を使用する

ものとする。 

８ 市長は、規則第７条第１項に規定する報告書の提出を受けたときは、報告書を受理した日から

60日以内に、同条第４項に規定する事業実績認定書兼決定書又は事業実績を認定しない旨の通知

書を報告者に対して交付するものとする。 

（認定事業の休止等） 

第７条 市長は、条例第７条第１項に規定する認定事業の廃止等を確認したときは、当該届出を受

理した日から30 日以内に第５号様式による認定事業廃止等確認書を届出者に対して交付するも

のとする。 

２ 市長は、条例第７条第２項に規定する認定事業の休止を確認したときは、当該届出を受理した

日から30 日以内に第６号様式による認定事業休止確認書を届出者に対して交付するものとす

る。 

３ 市長は、条例第７条第２項に規定する認定事業の再開を確認したときは、当該届出を受理した

日から30 日以内に第７号様式による認定事業再開確認書を届出者に対して交付するものとす



る。 

（事業計画の認定の取消し） 

第８条 市長は、条例第10条第１項の規定により事業計画の認定を取り消したときは、第８号様式

による認定事業取消通知書を交付するものとする。 

（認定法人の公表） 

第９条 市長は、条例第３条第４項の認定をしたときは、認定法人の名称及び事業概要を公表する

ものとする。ただし、当該公表を行うことが、認定法人の事業を害すると認められるときは、条

例第５条の認定事業の開始の届出の確認を行うまでに公表するものとする。 

（細則） 

第10条 この要領の施行に関し必要な事項は、経済戦略局長が定める。 

   附 則 

 この要領は、令和５年11月１日から施行する。 


